
２０２０（令和２）年度京都府手話通訳者養成事業 

【手話通訳Ⅰ（ホップ）】【手話通訳Ⅱ（ステップ）】【手話通訳Ⅲ（ジャンプ）】 

実 施 要 項 

 

１ 目 的／  

聴覚障害者の暮らしや権利、命を守り、「完全参加と平等」の理念の下、業務を遂行し、聴覚障害者と共

に歩む手話通訳者を養成することを目的とします。 

身体障害者福祉の概要や手話通訳者の役割・責務などについて理解と認識を深めるとともに、手話通

訳に必要な手話通訳技術、対人援助技術を習得を目的とします。 

２ 主 催／  

京都府 

３ 主管／ 

社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会 

４ 受講資格（下記の全項目を満たす者）／ 

【手話通訳Ⅰ（ホップ）】 

（１）  手話奉仕員養成講座 入門・基礎編 修了者 

（２）  京都府在住または勤務地が京都府内の者 

（３）  受講判定試験に合格した者 

試験の詳細については、５の説明をよく読んでください。 

 ※但し、全国手話検定試験 2級以上取得している者は、受講判定試験は不要です。 

 ※その他、この課程を過去に受講された方で、修了できなかった方は再受講の相談に応じます。 

【手話通訳Ⅱ（ステップ）】 

（１）  2019年度通訳Ⅰ(ホップ)を 2/3以上出席した者 

（２）  京都府在住または勤務地が京都府内の者 

（３）  受講判定試験に合格した者 

試験の詳細については、５の説明をよく読んでください。 

  ※但し、全国手話検定試験準１級以上取得している者は、受講判定試験は不要です。 

※その他、この課程を過去に受講された方で、修了できなかった方は再受講の相談に応じます。 

【手話通訳Ⅲ（ジャンプ）】 

（１）  2019年度通訳Ⅱ(ステップ)を 2/3以上出席した者 

（２）  京都府在住または勤務地が京都府内の者 

（３）  受講判定試験に合格した者 

試験の詳細については、５の説明をよく読んでください。 

 ※但し、全国手話検定試験１級以上取得している者は、受講判定試験は不要です。 

※その他、この課程を過去に受講された方で、修了できなかった方は再受講の相談に応じます。 

４ 定 員／ 

各課程３０名  ※ 定員を超過した場合は抽選 

 

 



５ 受講判定試験について 

 ・内容は、ＤＶＤで手話を読み取って記述する予定で 10分以内です。 

 【手話通訳Ⅰ（ホップ）】 手話検定 2級に順当する単語数：900語程度 

 【手話通訳Ⅱ（ステップ）】 手話検定準 1級に順当する単語数:1,200語程度 

 【手話通訳Ⅲ（ジャンプ）】 手話検定 1級に順当する単語:1,500語程度 

・受講判定試験開催日時および会場は、下記の通りです。受講説明会の後に実施する予定です。 

京都市会場（京都市聴覚言語障害センター）  4月 14日（火）１９：００～２１：００ 

南部会場（京都府聴覚言語障害センター）    4月 16日（木）１０：００～12：００ 

北部会場（綾部市保健福祉センター）        4月 19日（日）１３：００～１５：００ 

受講判定試験の結果（受講の可否）は、郵送でお知らせいたします。 

※受講開始日の 2日前までに受講の可否の結果が届かない場合は、下記の問合せ先までお知らせください。 

6 日 程（予定）／ ※別紙資料参照 

7 会 場／ 

  北部会場：綾部市保健福祉センター/綾部市青野町東馬場下１５－６ または、 

        福知山市総合福祉会館/福知山市字内記１０－１８ 

南部会場：京都府聴覚言語障害センター/城陽市寺田林ノ口 11番６４ 

（１）実技・講義  （２）合同講義 

８ 受講料／ 

無料（テキスト費、教材費、学習会・行事・実習参加費等、別途必要な場合あり） 

９ 教 材／ 

「手話通訳Ⅰ（ホップ）」・「手話通訳Ⅱ（ステップ）」・「手話通訳Ⅲ（ジャンプ）」・「講義テキスト」 

各教材は全国手話研修センター発行 

10 受講の了に関して／ 

（１）  各課程の実技日程の内 2/３以上出席した者 

（２）  講義を受講した者 

１１ 申込み方法／宛先 

     別紙１の受講申込書に必要事項を記入の上、写真、手話検定試験の合格証（お持ちの場合）を貼付し、返

信用の定形封筒(長形 3号)を同封して郵送にてお申込み下さい。 

   〒604-8437 京都市中京区西ノ京東中合町２番地 京都市聴覚言語障害センター気付 

京都府手話通訳者養成講座事務局宛 

   ※返信封筒に申込者の住所と氏名を記入しておいてください。 

※記入に不備があった場合（記入漏れ等）は、申込みを受付できない場合があります。 

１２ 申込み締切日／ 

   2020（令和 2）年 4月１０日（金）必着 

１３ 受講の可否について／ 

   受講の可否については、4月下旬頃を予定しております。 

14 問い合わせ先／ 

（社福）京都聴覚言語障害者福祉協会 地域福祉統括事業部 2020年度手話通訳者養成講座事務局 

TEL075-841-8337   FAX075-841-8312  平日９時～17時のみ 

※１７時以降の問い合わせは、緊急手話通訳派遣に転送されるため対応できませんのでご注意ください。 



日程（予定） 北部会場 

 

〇手話通訳Ⅰ（ホップ）養成講座   

 

全２４回 火曜日 １０：３０～１２：３０  綾部市保健福祉センター/福知山市総合福祉会館 

 

 ・講義：①～③ ３コマ ５月１６日（土）10:00～16:00 （会場：市民交流プラザふくちやま）  

       ※受講は必修課目です。（欠席の場合は修了できません） 

 

  ・実技：④５月１２日⑤５月１９日⑥５月２６日⑦６月２日⑧６月９日⑨６月１６日⑩７月１４日⑪７月２１日  

⑫７月２８日⑬８月１８日⑭８月２５日⑮９月８日⑯９月２９日⑰１０月６日⑱１０月１３日 

⑲１１月１０日⑳１１月１７日㉑１１月２４日㉒１２月８日㉓１２月１５日㉔１２月２２日 

※自然災害などが発生し、延期となった場合の予備日（１月１９日） 

 

 

〇手話通訳Ⅱ（ステップ）養成講座   綾部市保健福祉センター/福知山市総合福祉会館 

 

全２１回 日曜日 １回２コマ（１０：3０～１２：3０・１３：3０～１５：3０）  

 

 ・講義：①～③ ３コマ ５月１６日（土）10:00～16:00 （会場：市民交流プラザふくちやま）  

       ※受講は必修課目です。（欠席の場合は修了できません） 

 

  ・実技：④５月１７日⑤５月３１日⑥６月２８日⑦７月１２日⑧８月３０日⑨９月２０日⑩１０月１１日 

⑪１１月１５日 ⑫１２月６日 

※自然災害などが発生し、延期となった場合の予備日（１２月１３日） 

 

 

〇手話通訳Ⅲ（ジャンプ）養成講座  綾部市保健福祉センター/福知山市総合福祉会館 

 

全１３回 日曜日 １回２コマ（１０：3０～１２：3０・１３：3０～１５：3０） 

 

・講義：①５月１６日（土）10:00～1２:00 （会場：市民交流プラザふくちやま）  

       ※受講は必修課目です。（欠席の場合は修了できません） 

 

  ・実技：②７月１２日③８月３０日④９月６日⑤９月２０日⑥１０月１１日⑦１１月１５日 

 

※自然災害などが発生し、延期となった場合の予備日（１１月２９日） 

 

 

 



日程（予定） 南部会場 

 

〇手話通訳Ⅰ（ホップ）養成講座   

 

全２４回 木曜日 ９：４５～１１：４５ 京都府聴覚言語障害センター 

 

 ・講義：①～③ ３コマ ５月１６日（土）10:00～16:00 （会場：市民交流プラザふくちやま）  

       ※受講は必修課目です。（欠席の場合は修了できません） 

 

  ・実技：④５月１４日⑤５月２１日⑥５月２８日⑦６月４日⑧６月１１日⑨６月１８日⑩７月９日⑪７月１６日  

⑫７月３０日⑬８月６日⑭８月２７日⑮９月１０日⑯１０月１日⑰１０月８日⑱１０月１５日 

⑲１１月５日⑳１１月１２日㉑１１月１９日㉒１２月１０日㉓１２月１７日㉔１２月２４日 

※自然災害などが発生し、延期となった場合の予備日（１月２１日） 

 

 

〇手話通訳Ⅱ（ステップ）養成講座   

 

全２１回 火曜日 １３：００～１５：００  京都府聴覚言語障害センター 

 

 ・講義：①～③ ３コマ ５月１６日（土）10:00～16:00 （会場：市民交流プラザふくちやま）  

       ※受講は必修課目です。（欠席の場合は修了できません） 

 

  ・実技：④５月１２日⑤５月１９日⑥５月２６日⑦６月２日⑧６月９日⑨６月１６日⑩６月２３日 

⑪６月３０日⑫７月７日⑬７月１４日⑭７月２１日⑮７月２８日⑯８月４日⑰８月１１日 

⑱８月１８日⑲８月２５日⑳９月８日㉑９月１５日 

※自然災害などが発生し、延期となった場合の予備日（９月２３日（水）） 

 

 

〇手話通訳Ⅲ（ジャンプ）養成講座  

 

全１３回 金曜日 １８：４０～２０：４０ 京都府聴覚言語障害センター 

 

・講義：①５月１６日（土）10:00～1２:00 （会場：市民交流プラザふくちやま）  

       ※受講は必修課目です。（欠席の場合は修了できません） 

 

  ・実技：②８月７日③８月２１日④８月２８日⑤９月１１日⑥９月１８日⑦１０月２日 

⑧１０月９日⑨１０月１６日⑩１０月２３日⑪１０月３０日⑫１１月１３日⑬１１月２０日 

※自然災害などが発生し、延期となった場合の予備日（１１月２７日） 

 

 

 


